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今後の広報活動の取組方向について 
 

 

１．背景と趣旨 
 

本市は、紙媒体の「広報かめやま」、デジタル媒体の「市ホームページ」、映像媒体の「ケーブルテレビ

（行政情報番組）」を主な広報媒体として、情報発信を行ってきました。更に令和６年４月からは、すべて

の世代において利用者が多く、プッシュ型で迅速に情報を届けることができる「市公式ＬＩＮＥ」の本格運

用を開始し、従来から運用していた「Facebook」や「YouTube」とともにＳＮＳ（ソーシャルネットワー

キングサービス）媒体を活用することにより、市政情報を入手していただき易い広報環境の充実に努め

ているところです。 

 

一方、市民生活においては、ＩＣＴ（情報通信技術）の発展に伴い、スマートフォンやタブレット端末など

の急速な普及により、多くの人がインターネット活用のデジタル媒体を介して、タイムリーかつ容易に情

報が入手できるようになりました。加えて、情報のニーズや取得手段が世代によって多種・多様化して

います。 

 

そうした中、「広報かめやま」の各戸配布に係る自治会負担が大きいことから、発行回数の見直しにつ

いてご意見等をいただいたほか、令和６年７月には、市民ニーズを実態把握するため、「広報紙等に関す

るアンケート調査」を実施しました。また、ケーブルテレビを活用した「行政情報番組」の放送が、令和６

年度事務事業点検の対象事業となり、県内他市の番組放送事業の調査も行った上で、「亀山市事務事業

外部点検委員会」に対し、当該事業の実績や成果等を報告したところ、その有効性について、「実施手法

等の改善が必要とされる」との評価結果が示されました。 

 

これらを踏まえ、今後、より効果的な広報活動を推進するに当たり、「伝わる広報」の観点から、情報

発信の効果性や即時性、広報媒体間の補完性など、各広報媒体に関する現状分析のほか、市政情報の

取得手段に対する市民ニーズの実態把握など多面的な検討を通じて、今後の広報活動の取組方向につ

いて整理を行うこととしました。 
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２．市が運用する広報媒体の現状分析 
 

（１）広報媒体の概要 
 

本市は、広報紙、ホームページ、ケーブルテレビ、SNS（ソーシャルメディア）など、下表に示す様々な

広報媒体を活用し、情報発信を行っています。 

 

区分 媒体種別 概  要 主な対象者 

紙 広報紙 

月２回（1日、16日）発行 ※１月のみ１日号のみ 

印刷部数：17,900 部（Ｒ６年度） 

自治会を通じて、自治会加入世帯に配布、そのほか市内の

公共施設、各地区コミュニティセンター、スーパー等へ配架 

市民 

デ

ジ 

タ

ル 

市ホームページ 
随時更新可能 

ホームページ閲覧数：2,316,398件（Ｒ５年度） 

市民 

市外の人 

ソーシャルメディア 

（Facebook) 

随時配信可能 

登録者数（フォロワー数）：1,106人（Ｒ７．１月末） 

市民 

市外の人 

ソーシャルメディア 

（ＬＩＮＥ） 

随時配信可能  目標登録者数：5,000 人 （Ｒ７年度末） 

登録者数（友だち数）：3,３５７人（Ｒ７．１月末） 

市民 

（登録者） 

ソーシャルメディア 

（YouTube） 

随時配信可能 

登録者数：720人（Ｒ７．１月末） 

市民 

市外の人 

かめやま・安心めーる 
※ＤＸ推進室所管 

随時配信可能 

登録者数：4,815人（Ｒ７．１月末） 

市民 

（登録者） 

映

像 

ケーブルテレビ 

(行政情報番組、文字情

報)   

毎週更新（金曜日） 

加入世帯：14,680 世帯（Ｒ６．３月末） 加入率：65.5% 

市民 

（加入世帯） 

パ

ブ

リ

シ

テ

ィ 

報道提供 随時情報提供 
市民 

市外の人 

市長記者会見 月１回+臨時開催 
市民 

市外の人 
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（２）市が有する広報媒体別の特性 
 

本市が有する各広報媒体について、次の評価項目に沿って、特徴や優位性を整理します。 

 

［評価項目］ 

取得の容易性 ：受け手側が情報を取得する際の容易性について評価しています。 

情報量 ：発信する情報量について、制限の有無について評価しています。 

即時性 ：発信する情報の伝達速度（一定時間を要する、即時）について評価しています。 

拡散性 ：発信した情報が他者に拡散されやすいかどうかについて評価しています。 

伝わりやすさ ：発信した情報の伝わりやすさについて評価しています。 

 

区

分 
媒体種別 取得の容易性 情報量 即時性 拡散性 伝わりやすさ 

紙 広報紙 

◎ 

自治会を通じて

直接届く 

(自治会未加入

者は自身 で入

手) 

△ 

紙面に限りがあ

る 

△ 

編集・印刷・発行

までに時間（約

40日）を要する 

△ 

各戸配布の紙媒

体であり拡散性

は低い 

○ 

文章とあわせて

写真の掲載可能 

デ

ジ

タ

ル 

ホームページ 

△ 

デジタル機器で

アクセスが必要 

◎ 

必要な情報を十

分に掲載可能 

◎ 

即時更新可能 

◎ 

リンクにより拡

散可能 

○ 

文章とあわせて

写真の掲載可能 

ソーシャルメディア 

(Facebook、 

公式 LINE) 

○ 

登録者に直接届

く 

△ 

一定量の情報の

掲載は可能だ

が、簡潔な内容

が適当 

◎ 

即時配信可能 

◎ 

リンクやシェア

機能により拡散

可能 

○ 

文章とあわせて

写真・動画の掲

載可能 

ソーシャルメディア 

（YouTube） 

△ 

デジタル機器で

アクセスが必要 

○ 

必要な映像素材

を十分に掲載可

能 

△ 

撮影～制作まで

に時間を要する

（配信は即時対

応可能） 

◎ 

リンクやシェア

機能により拡散

可能 

◎ 

映像は、視覚と

聴覚に訴求し、

臨場感が伝えや

すい 

かめやま・安心 

めーる 

○ 

登録者に直接届

く 

△ 

一定量の情報の

掲載は可能だ

が、簡潔な内容

が適当 

◎ 

即時配信可能 

○ 

リンクにより誘

導可能 

△ 

基本的に文章の

みの配信 

映

像 

ケーブルテレビ 

(行政情報番組)  

△ 

ケーブルテレビ

加入世帯のみ視

聴可能で、チャ

ンネル選択が必

要 

△ 

放送時間・制作

経費に限りがあ

る 

△ 

撮影～放送まで

に時間を要する

（文字情報のみ

即時更新可能） 

△ 

限定された放送

であり拡散性は

低い 

◎ 

映像は、視覚と

聴覚に訴求し、

臨場感が伝えや

すい 

パ

ブ

リ

シ

テ

ィ 

報道提供、 

市長記者会見 

〇 

報道された場合

は、新聞やテレ

ビ等で情報入手

可 

△ 

市側で調整等が

できない 

△ 

市側で調整等が

できない 

◎ 

報道された場合

は、市内外の人

に拡散可能 

○ 

文章とあわせて

写真の掲載可能 

※媒体種別ごとに、優位性が高い項目を網掛けで示しています。 

※「広報かめやま」の電子媒体は、「ホームページ」「SNS」に含んでいます。 
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３．各種調査等から見た広報媒体の実態 
 

（１）第２次亀山市総合計画後期基本計画推進のための市民アンケート調査結果（関係項目抜粋） 
［調査概要］ 

調査対象者：亀山市に居住する１８歳以上の市民 1,200人 

調査期間：令和６年１月２２日～２月１５日 

調査方法：郵送による配布・回収 

回収結果：有効回収数N=543（有効回収率：４５．３％） 
 

 Q１． 「広報かめやま」を読んでいますか  

  

 

 

 

 

（調査時期別の経年変化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q２． 亀山市ホームページを利用したことがありますか  

 

 

 

 

  

 

（調査時期別の経年変化） 

 

  

「はい」、「どちらかと言えばは

い」と回答した方は全体の約

7割強（73.4％）で、「広報か

めやま」の有用性や市民への

浸透度は高い。 

 

また、回答の割合は、前回調

査時よりも、3.7ポイント増え

ており、経変変化で見ても、読

んでいる人の割当は高い状態

が続いている。 

「はい」、「どちらかと言えば

はい」と回答した方は全体の

約４割強（42％）で、前回調

査時よりも、２．３ポイント増

えている。 

 

調査時期別の経年変化でみ

ても、「ホームページを利用し

たことがあると回答する割合

は、毎回、伸びており 

市政情報を得る手段としてホ

ームページの利用率は、高ま

っている。 
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問５．市政に関する情報の入手手段

広報かめやま 亀山市ホームページ

ケーブルテレビ（行政情報番組「マイタウンかめやま」） かめやま・安心めーる

亀山市公式LINE 亀山市公式Facebook

亀山市公式YouTube 特にない

その他

（２）広報紙等に関するアンケート調査結果（抜粋） 
［調査概要］ 

調査期間：令和6年7月 1日～7月31日 

調査方法：電子申請システム「logo フォーム」による回答 

回収数 ：N=542 

 

 Q１． 市政に関する情報を得ようとする際、どのような手段を利用していますか。（３つまで回答可）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（年代別クロス集計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市政情報を得る手段として「広報かめやま」を選んだ人は85%で、利用率は非常に高い。 

次いで、「市ホームページ（５７％）」、「市公式 LINE（４１％）」という順になっている。 

市政情報を得る手段として「広報かめやま」を選んだ人は、どの年代でも最多であった。 

一方、「広報かめやま」以外の情報の入手手段では、20歳代以下から60歳代までは、「市ホ

ームページ」がその次に利用されていたが、70歳代以降では、「ケーブルテレビ（行政情報番

組）」が利用されている媒体であった。 
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 Q２． 「広報かめやま」をどのくらいの頻度で読んでいますか  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（年代別クロス集計） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

半数以上の人はよく読んでいる。 

「ときどき読む」を含めると約9割の人が読んでいる。 

２０歳代を除き、大半の人がよく読んでいる。 

年代が高くなるにつれて、よく読むと答えた人の割合が多い。 
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 Q３． 「広報かめやま」の主な入手方法（場所）はどれですか  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自治会配布による入手が最多で84％、 

次いでパソコン・スマートフォン等が7％。 

世代別に見ても、全世代で自治会配布による入手が最多。 
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 Q４． 「広報かめやま」の発行は何回が適当と思いますか  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（年齢別クロス集計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現行の月2回が適当と考えている人（40％）

より、月 1回が適当と考えている人(57%）

の方が多い。 

６０歳代までは、「月 2回」より「月 1回」の発行を適当と考えている人が多い。 
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問３.情報を得るために、普段利用している媒体

テレビ ラジオ インターネット（パソコン） インターネット（スマートフォン・タブレット） 新聞 雑誌・フリーペーパー 特にない

 Q５． 情報を得るために、普段利用している情報媒体は何ですか（3つまで回答可）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（年代別クロス集計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

情報を得るために普段利用している媒体は、インターネット（スマートフォン・タブレット）が

最多（85％）。 

情報を得るために普段利用している媒体は、５０歳代までは「インターネット（スマート

フォン・タブレット）」が最多。 

60歳代以上では、「テレビ」を利用しているという回答が最多で、70歳代以上では、

「テレビ」の次に、「新聞」という回答が多い。 
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 Q６． 普段利用しているソーシャルメディア系サービスは何ですか（3つまで回答可）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（年代別クロス集計） 
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問４.普段利用しているソーシャルメディアサービス

LINE（ライン） X（エックス） Instagram（インスタグラム） YouTube（ユーチューブ）

Facebook（フェイスブック） TikTok（ティックトック） 分からない 特にない

普段利用しているソーシャルメディア系サービスは、「LINE（ライン）」が最多で、

回答者の9割以上が利用している（９２％）。 

普段利用しているソーシャルメディア系サービスは、すべての年代で「LINE」が最多。 
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Q７． 「広報かめやま」でよく読むページはどれですか（複数回答可）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q８． 「広報かめやま」で充実してほしい情報はどのようなものですか（複数回答可）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３.暮らしの情報BOX（もよおし、教室・検診、募集など） 

 
４.連載記事（かめやま教育通信、中村晋也作品紹
介、図書館・歴史獏物館・医療センターだよりなど） 

 
５.トピックス（まちの出来事、話題） 

 

6.かめやま見てある記（市民記者のコラム） 

 

よく読むページは、「お知らせ」、「暮らしの情報BOX（もよおし、お知らせ、検診・教室、募集な

ど）」、「特集」、「救急・休日当番医」、「トピックス（まちの出来事）」の順に上位となっている。 

充実してほしい情報は、「市の施策や制度に関する情報」、「健康・福祉などに関する情報」、「催し・

講座などに関する情報」、「防災・消費生活などに関する情報」の順に上位となっている。 
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（3）広報媒体に関するその他の動向調査 
 

①広報紙 
 ●公益社団法人日本広報協会「市区町村広報広聴活動調査結果（２０２３年度版）」 
［調査概要］ 

調査対象：全国 1,741の市区町村広報広聴主管課 

調査期間：令和5年7月 10日～10月 10日 

調査方法：インターネット調査 

回収結果：有効回収数N=１，６０５市区町村（回収率：９２．２％） 

 

 （ⅰ）広報紙の発行回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）広報紙の配布方法 
 ・主な配布方法 （※複数回答あり）             ・補完的な配布方法 （※複数回答あり） 

自治会・町内会 1,171団体 73.0％ 

シルバー人材センター 231団体 14.4％ 

発送業者 200団体 12.5％ 

広報配布委員 185団体 11.5％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公共施設設置 1,248団体 77.8％ 

郵送 1,047団体 65.2％ 

店頭設置 858団体 53.5％ 

広報紙の発行回数は、全国的に見ると、1,324自治体（82.5％）が、年 12回（月 1回）となっており、そ

の割合は年々増加している。 

 

本市と同様に年24回（月2回）の自治体は、219自治体（13.6％）となっている。 

広報紙の主な配布方法は、全国的に見ると、「自治会・町内会」（1,171団体：73.0％）が最多。 

次いで、「シルバー人材センター」（231団体：14.4％）、「発送業者」（200団体：12.5％）、 

「広報配布委員」（185団体：11.5％）が続く。 

補完的な配布方法では、「公共施設設置」（1,248団体：77.8％）が最も多い。 

「郵送」（1,047団体：65.2％）、「店頭設置」（858団体：53.5％）が続く。 

 

本市における広報紙の配布方法は、全国でも多く用いられている方法であるが、自治会から高齢化の影響

等により、各戸配布作業が負担であるというご意見を窓口等でお聞きしている。 
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②ケーブルテレビ 
●令和6年度事務事業点検結果（対象事業：行政情報番組提供事業） 
［概要］ 点検実施日  ：令和 6年 10月22日 ／ 点検実施組織：亀山市事務事業外部点検委員会 

 

（ⅰ）外部点検結果コメント 

有効性（対コスト有効

性を含む）の評価 

Ｂ：事業の有効性が一定程度認められるが、実施手法等の改善が必要とされる。 

（コメント）一定の効果は認められるが、視聴が限られていると思われるので、改

善が必要である。 

妥当性、経済性、効率

性に関する意見 

市民情報と市政情報のいずれかに重点を置くなど、経費の節約も視野に入れて

検討されたい。 

意見（改善案等） 他の媒体と比較もしながら、広聴広報のあり方を検討する必要がある。 

 

（ⅱ）県内１４市の番組放送水準※事務事業点検時点の調査結果 

行政情報番組チャンネル形態 自治体数 内訳 

１チャンネル借り上げ（行政単独チャンネル保有） 7 市 

毎週更新  ：亀山市、伊賀市、松阪市 

月 2回更新：津市、鳥羽市、志摩市 

月 1回更新：伊勢市 

時間帯買い上げ（CATV会社の放送枠利用） 3 市 いなべ市、四日市市、鈴鹿市 

行政情報番組なし 4市 桑名市、名張市、尾鷲市、熊野市 

 

 

 

 

 

 

 

③ソーシャルメディア系サービス 
 ●総務省情報通信政策研究所「令和５年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」 
［調査概要］ 

調査対象：13歳～69歳までの男女１，５００人（全国１２５地点） 

調査期間：令和5年１２月２日～１２月８日 

調査方法：訪問留置調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事務事業点検では、事業全体の有効性の評価として、「事業の有効性が一定程度認められるが、実施手法等

の改善が必要とされる」と意見を受けた。そのほか、「市民情報と市政情報のいずれかに重点を置くなど、経

費の節約も視野に入れて検討されたい」、「他の媒体と比較もしながら、広聴広報のあり方を検討する必要が

ある」と意見を受けた。 

事務事業点検の際に、県内１４市の番組放送水準を調査したところ、本市と同様に行政情報番組を放送する

ために 1チャンネル借り上げているのは、７市存在し、そのうち毎週番組更新を行っているのは、本市を含め

３市という現状であった。 

本市の持つソーシャル系メディアサービスの利用率を見ると、「LINE」は全年代で９４．９％と最も高く、

動画共有系では「YouTube」が８７．８％と最も高くなっている。「Facebook」は全年代で３０．７％とい

う利用率となっている。 
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４．広報媒体別の強み弱みや主な課題から見た改善の視点 
 

広報媒体別の強み・弱みや現時点における主な課題を洗い出し、その上で広報活動全般に対する改

善の視点を整理します。 
 

（１）広報媒体別の主な強み・弱み 
 
区

分 
媒体種別 主な強み 主な弱み 

紙 広報紙 

・自治会を通じた全戸配布のため、市 

民への浸透度が高い 

・手元に届き、じっくり読める 

・即時性が低い 

・紙面（情報量）に限りがある 

・若者世代の閲読率が低い 

デ

ジ 

タ

ル 

市ホームページ 

・即時性が高い 

・必要な情報を十分に掲載可能 

・いつでも、誰でも閲覧可能 

・デジタル機器の操作によるアクセス 

が必要 

ソーシャルメディア 

（LINE) 

・即時性が高い 

・プッシュ通知が可能 

・リンクやシェア機能で拡散性が高い 

・全世代で９割を超える利用率 

・登録者しか届かない 

ソーシャルメディア 

（Facebook) 

・即時性が高い 

・プッシュ通知が可能 

・リンクやシェア機能で拡散性が高い 

・登録者しか届かない 

・全世代の利用率は約３割と低調 

ソーシャルメディア 

（YouTube） 

・視覚と聴覚に訴求し、臨場感が伝え

やすい 

・リンクやシェア機能で拡散性が高い 

・動画共有系としては全世代で９割に 

近い利用率 

・デジタル機器の操作によるアクセス 

が必要 

・外部委託等で制作する場合、即時性 

が低い 

かめやま・安心めーる 
・即時性が高い 

・プッシュ通知が可能 
・登録者しか届かない 

映

像 
ケーブルテレビ 
(行政情報番組、文字情報)   

・視覚と聴覚に訴求し、臨場感が伝え

やすい 

・視聴には加入が必要 

・外部委託等で制作する場合、即時性 

が低い 

・広報媒体の中で事業費が最も高い 

パブ

リシ

ティ 

報道提供 

市長記者会見 

・報道された場合、市内外への拡散性 

が高い 
・市側でコントロールができない 
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（２）現時点における各広報媒体別の主な課題 
 

 広報紙  

■市民への浸透度の高さや手元に届いてじっくり読めるという特性を生かし、まちへの愛着の醸成や

市民活動の意欲向上、新たな魅力や興味への気づきにつながる紙面づくりが求められる。 

■若者世代の閲読率が低いため、若年層が読みたくなるような内容や見やすいデザインを検討する必

要がある。 

■月１回発行が適当との市民ニーズが多い点、全国的に約８割以上の自治体が月１回発行としている点

を踏まえ、発行回数やコンテンツの見直しを検討する必要がある。 

■紙面に限りがあり、発行までに時間を要することから、二次元コードの積極的な活用など、掲載容量

に限りが無く、即時性の高いデジタル媒体との補完性を高める必要がある。 
 

ホームページ 

■市公式ホームページの利用が年々増加傾向にあるとともに、スマートフォン・タブレット端末を介して

情報を取得する人が多くなっていることから、スマートフォン等からでも使いやすく、市のデジタルデ

ートウェイとして、利便性と魅力を兼ね備えたページづくりが求められる。 

■ホームページは、多くのデータ情報を掲載できることから、市民にとって詳しい情報を分かりやすく

整理したページを作る必要がある。 

■ホームページは新たな情報を掲載しても、アクセスしない限り、その情報に気付かないというプルメ

ディアであることから、他の媒体において、ホームページへのアクセスにつながる二次元コードを積

極的に活用し、紙媒体・映像媒体との補完性を高める必要がある。 

 

ソーシャルメディア（LINE、Facebook、YouTube）  
■LINEやFacebookは、登録者でなければ発信した情報が届かないため、新たな利用登録者の獲得

が求められる。また、情報量に一定の制約があるが、ホームページ等へのアクセスにつながるリンクを

積極的に活用し、他の媒体との補完性を高め、拡散性のある取り組みが必要である。 

■様々なＳＮＳ媒体の中で「LINE」「YouTube」の利用率が高いこと（総務省調査）、また、広報部署に

おける安定的な業務の遂行を踏まえると、当面は、既存のＳＮＳ公式アカウントを活用して、積極的な

情報発信を行うことが求められる。 

■「Facebook」は、文章とともに写真や動画を掲載することが可能である一方で、全国的に全年代の

利用率が低く、市のアンケート調査でも低い利用率であることを踏まえると、今後の利用者動向を注

視しつつ、市として利用する公式アカウントの見直しが求められる。 

 

かめやま・安心めーる  
■登録者でなければ発信した情報が届かず、また、簡潔な文章での発信が多く情報量に一定の制約が

あるため、ホームページ等へのアクセスにつながるリンクを積極的に活用し、他の媒体との補完性を

高める必要がある。 
 

ケーブルテレビ  
■情報媒体の多様化により、テレビ離れが進む中、より多くの市民が親しみを持って番組を視聴し、ま

ちへの愛着の醸成につなげられるよう、番組アナウンサーの出演のほかにも、市民参加型のコンテン

ツの検討が求められる。 

■専用チャンネルを借り上げて、本市独自の行政情報番組や文字情報、また、議会の生中継や報告番組

を放送することは、様々な市政情報の発信の観点からは有効であるが、他の媒体に比べ運営経費を

要することから、県内他市の番組放送水準を参考に、番組更新回数の見直しを検討する必要がある。 

■市の映像媒体としては中心的な媒体である一方で、視聴が加入世帯に限られているため、制作した

動画をYouTubeに掲載するなど、他の媒体との補完性を高める必要がある。 
 

パブリシティ（報道提供、記者会見）  
■報道機関に取り上げられないと情報発信につながらないため、付加価値の高い報道提供やタイムリ

ーな発信の場づくりが求められる。  
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（３）広報活動全般における改善の視点 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「伝わる広報」＝市政に関する情報が入手しやすい環境を整えた上で、 

わかりやすくタイムリーな情報発信を行い、市民の市政 

への関心を高め、まちづくりへの参画を促進する。 

 

 

  

改善の視点 ① 

広報媒体の特性に応じた効果的・効率的な

情報発信 

改善の視点 ② 

市政への関心を高め、市民参画を促す情報

発信 

 

■「紙」×「デジタル（SNS 含む）」×「映像」

を連動させた効果的な広報活動  
 

それぞれの広報媒体には強みや弱みがあり、

各媒体の強みを最大限に生かした情報発信を

行うとともに、各媒体の弱みを補完するため、

複数の媒体を組み合わせ、より効率的な広報

活動を推進する。 

 

■市民ニーズや全国・県内自治体等の動向

を踏まえた効率的・安定的な広報活動  
 

アンケート調査等に基づく市民ニーズや全国・

県内自治体等の広報活動の動向を踏まえると

ともに、予算や広報業務に携わる職員など経

営資源の有効活用を図り、効率的かつ安定的

な広報活動を展開する。 

 

 

■知りたい情報がすぐに見つかる広報活

動の強化  
 

市民が知りたい情報、市民に伝えたい情報

が、確実に正しく伝わるよう、利便性や検索性

の向上など、広報活動の強化を図る。 

 

 

 

■市民等と協働した広報活動の展開  
 

市民や市民活動団体などと協働し、市民参画

による情報発信を行うことで、市民のまちへ

の愛着の醸成や、市政への関心につながる広

報活動を展開する。 

 

 

 

『伝わる広報』 の推進 
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５．今後の取組方向と検討すべき事項  
 

一層の『伝わる広報』の推進に向け、前項の「広報活動全般における改善の視点」等を踏まえ、広報媒体ご

とに今後の取組方向と検討すべき事項を整理します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【今後の取組方向】 

多くの世帯に直接届き、手元で読むことができる媒体であり、アンケ

ート結果から市政情報を得る媒体として利用率が高いことを踏まえ、市

の情報発信の中心的役割を担う広報媒体として、その内容・デザイン等

の一層の充実を図る。 

 

【検討すべき事項】 

（１）発行回数の見直し 

・ デジタル化の浸透や広報に関するアンケートの結果を踏まえ、令和７

年度の可能な時期から、現在の月２回（１日号・１６日号）発行から月１

回 （１日号）発行への変更 

 

（２）紙面リニューアルとコンテンツの充実 

・ 若者世代が手に取って読みたいと感じるようなデザインへの変更や

子育て情報の集約化など、令和７年度の可能な時期から紙面をリニュ

ーアル 

・ 「人がつながる情報誌」「人とつながる まちがつながる」をコンセプト

とし、市民の顔が見え、交流が生まれるような内容への充実 

・ 現状の市政情報、特集、各種コラム等を基本としつつも、地域資源や

魅力である「ヒト・モノ・コト」が伝わる情報を拡充 

・ 市民参画の効果を高めるため、キラリと輝く市民等を紹介するコーナ

ーの新設 

 

（３）デジタル対応 

・ 二次元コードを用いてホームページと連動させ、紙面を圧縮化 

・ いつでもどこでも閲覧できるデジタル版広報かめやまの利用を拡大

するため、市公式 LINEからのリンク等の周知の強化 

 

取組による効果 
紙面リニューアルやコンテンツの充実などで「伝わりやすさ」が向上する

ほか、発行回数の見直しにより、効率的・安定的な広報活動につながる。 

 

 

  

① 広報紙 
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【今後の取組方向】 

十分な情報量を掲載可能で、即時的に情報発信できることから、デジ

タル媒体の中心的役割を担うものとして、その充実を図る。インターネッ

トを介して、多くの人がアクセスするページであることから、市のデジタ

ルゲートウェイと位置付け、シティプロモーションの側面からトップペー

ジに都市イメージ向上につながるスライドを掲載する。 

 

【検討すべき事項】 

（１）アクセス性の向上 

・ 二次元コード等を用いて、広報紙やＳＮＳなど他の媒体からのアクセ

ス性の向上 

 

（２）外国籍住民への対応 

・ 外国籍住民への情報提供については、専用ページの作成による発信

を継続するほか、翻訳サービスの導入の検討 

 

取組による効果 
他の媒体と補完性を高めることで、アクセス数が増加するとともに、閲

覧者が直接ほしい情報にアクセスできるなど利便性が向上する。 

 

  

② ホームページ 
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全体概要 
 

 

【今後の取組方向】 

 様々なＳＮＳ媒体があるが、全国的にも、「LINE」と「YouTube」の利用率

が高く、かつ、広報部署における安定的な業務遂行を踏まえると、当面は、既

存のＳＮＳ公式アカウントを活用しながら、積極的な情報発信を展開する。 

 
 

 

 

 

 

 

【検討すべき事項】 

（１）登録者の獲得と他の媒体との連携 

・ より多くの人に情報を届けるため、新たな登録者獲得の取り組み 

・ プッシュ型ＳＮＳとして、より細かくメッセージ配信を行うとともに、ホーム

ページ等へのアクセスにつながるリンクを積極的に活用し、他の媒体との

補完性を高め、拡散性のある取り組みの展開 

 

（２）電子メニューの拡充 

・ 行政ＤＸを推進するための電子申請メニューの拡充 

 
 

 

 

 

 

 

 

【検討すべき事項】 

（１）登録者の獲得と他の媒体との整理 

・ より多くの人に情報を届けるため、新たな登録者獲得に向けた取り組み 

・ 他の市公式ＳＮＳに比べ、利用率が低く、新たに運用を開始した「市公式  

ＬＩＮＥ」内の「LINE VOOM」においても、簡潔な文章と写真・映像を同様

に発信できるため、今後の利用者の状況も注視しつつ、その在り方を整理 

 
 

 

 

 

 

 

 

【検討すべき事項】 

（１）他の媒体との連携と自主制作動画の検討 

・ 市公式 YouTube に掲載した動画を多くの人に見てもらえるよう、他の

媒体を活用した積極的な周知 

・ 将来、映像を自主制作する場合は、映像撮影の技術や編集の知識など一

定水準の制作技術が必要となるため、制作に必要な研究を実施 

 

取組による効果 
紙媒体や映像媒体との補完性を高めることで、ほしい情報へのアクセス性を

高められるほか、より詳しい情報を即座にお知らせすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【今後の取組方向】 

災害情報などを即時配信するほか、職員非常参集メールなどの機能を利用

していることから、メール配信サービスとしての継続的な活用を図る。 
 

【検討すべき事項】 

（１）他の媒体との整理 

・ 他の情報媒体と重複している機能もあるため、今後の利用者の状況を注視

しつつ、その在り方を整理 

取組による効果 
他の媒体と補完性を高めることで、より詳しい情報にアクセスできるなど利便

性が向上する。 

  

③ ソーシャルメディア 

④ かめやま・安心めーる 
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【今後の取組方向】 

ケーブルテレビは、映像と文字を組み合わせ、視覚と聴覚に訴えることが

でき、分かりやすく、伝わりやすい情報発信媒体として活用を図る。また、

市民アナウンサーや学生アナウンサーの参画のほか、地域の魅力紹介など、

市民が親しみやすく、地域資源を再認識できるような番組制作を進めるこ

とで、シビックプライドの醸成につなげる。 

 

【検討すべき事項】 

（１）番組更新回数の見直し 

・ 視聴者がケーブルテレビ加入者のみに限られるほか、他の媒体に比べ、

運営経費が嵩むため、県内市の番組放送事業のサービス水準を調査した

上で、令和７年度の可能な時期から番組更新回数を見直し（毎週更新→

月２回更新への変更） 

 

（２）市民参画によるコンテンツの充実 

・ 市民アナウンサーの出演や市民活動団体等と連携した事業を紹介する番

組制作を行うほか、地域の魅力を写真やコメントなどで紹介するコーナ

ーの新設など、市民参画による番組コンテンツの充実 

 

（３）制作動画の有効活用 

・ 特集番組や事業説明動画等は、ケーブルテレビ加入者に留まらず、多く

の方にご覧いただけるよう、市公式 YouTube に投稿するとともに、そ

の情報をＳＮＳ等で発信することによる情報の拡散 

 

取組による効果 

市民参画によるコンテンツの充実などで「伝わりやすさ」が向上するほか、

番組更新回数の見直しにより、効率的・安定的な広報活動につながる。ま

た、制作動画を積極的にＳＮＳで発信することで情報の拡散性が高まる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の取組方向】 

 幅広く認知度・知名度の向上を図る観点からは、報道機関等によるパブリ

シティは効果的な取り組みであるため、報道機関からの情報発信につなが

るよう、タイムリーで付加価値の高い情報提供に取り組む。 

 

【検討すべき事項】 

（１）付加価値の高い市政情報の提供 

・ 報道機関に取り上げてもらえるような付加価値の高い市政情報の選定 

・ 原則、月１回の市長定例記者会見を通じて市政情報のタイムリーな発信 

 

取組による効果 
新聞やテレビなどで取り上げてもらうことで、市内外の広範囲に対して情

報発信を行うことにつながる。 

 

⑤ ケーブルテレビ 

⑥ パブリシティ（情報提供・市長記者会見） 


